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◎所得税の確定申告をされる方は事前に取得した利用者識別番号をお持ちください。

2月16日 金

2月19日 月

2月20日 火

2月21日 水

2月22日 木

2月26日 月

2月27日 火

2月28日 水

2月29日 木

3月1日 金

3月4日 月

3月5日 火

3月6日 水 松原高齢者コミュニティセンター（※） 空 谷 農 事 集 会 所 （ ※ ）

3月7日 木 四 合 生 活 改 善 セ ン タ ー （ ※ ） つ ぼ の 地 区 交 流 セ ン タ ー （ ※ ）

3月8日 金 寺 領 地 区 農 業 構 造 改 善 セ ン タ ー （ ※ ） 東 区 コ ミ ュ ニ テ ィ セ ン タ ー （ ※ ）

3月11日 月 猪 山 集 会 所 （ ※ ） 旧 津 浪 小 学 校 （ ※ ）

3月12日 火 旧 杉 の 泊 小 学 校 （ ※ ） 至 誠 文 化 セ ン タ ー （ ※ ）

3月13日 水

3月14日 木

3月15日 金

修 道 せ せ ら ぎ 文 化 セ ン タ ー

安 芸 太 田 町 役 場 本 庁 東 館

安 芸 太 田 町 役 場 本 庁 東 館

筒 賀 福 祉 セ ン タ ー

筒 賀 福 祉 セ ン タ ー

安 野 ふ れ あ い セ ン タ ー

確定申告・町県民税の申告日程表

 【申告相談受付期間】２月１６日（金）〜３月１５日（金）　※土・日・祝日を除く

◎今回の申告は、令和５年分（令和５年1月1日～令和５年12月31日）です。
◎マイナンバー（12桁）の記載と本人確認書類が必要です。

【申告受付時間】
２月１６日（金）～３月５日（火）・３月１３日（水）～３月１５日（金）

３月６日（水）～３月１２日（火）

本庁税務課

（※）申告受付時間：１４時まで

【問い合わせ先】　税務課 ☎28-2114　加計支所 ☎22-1111　筒賀支所 ☎32-2121

　　申告書にマイナンバー（個人番号）の記載欄があり、申告者ご本人や控除対象配偶者、扶養親族などの

　マイナンバーの記載が必要です。なお、控除対象配偶者や扶養親族などの本人確認書類は不要です。

受　付　日 申　　告　　相　　談　　会　　場

殿 賀 ふ れ あ い プ ラ ザ

安 芸 太 田 町 役 場 本 庁 東 館

本庁税務課

本庁税務課

川　・　森　・　文化　・　交　流　セ　ン　タ　ー

太 田 川 交 流 館 か け は し

太 田 川 交 流 館 か け は し

上 殿 コ ミ ュ ニ テ ィ セ ン タ ー

◎青色申告の方は、青色申告決算書を完成させてからご来場ください。

◎医療費控除明細書や農業収支内訳書を作成し、待ち時間短縮にご協力ください。

◎役場本庁と各支所での申告は、窓口業務と並行するため十分な対応ができない場合がありますので、できるだけ上記の会

場にお越しください。

◎申告は、どの会場に来られても受付できますので、ご都合に合わせてご来場ください。

◎事前に取得した利用者識別番号をお持ちください。


